
藍島保育所入所要領 

 
１ 趣旨 
  この要領は、北九州市藍島保育所（以下、「保育所」という。）の入所の手

続につき、必要な事項を定めるものとする。 
 
２ 申請 
  保育所への入所を希望するものは、入所申込書（第１号様式）に、必要な

書類を添えて、保育所の指定管理者に提出するものとする。 
 
３ 入所決定 
  前項による申込書の提出を受けた保育所の指定管理者は、内容を審査し、

現地の実情を勘案のうえ、入所の決定を行うものとする。 
 
４ 報告 
  保育所の指定管理者は、入所決定を行ったときは、保育所入所承諾書（第

２号様式）を申請者に交付するとともに、保育所に連絡を行うものとす


